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当院では、

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
の使用を促進しております。

当院では、患者さんの自己負担軽減を目指し、持続可能な医療保
険制度を維持するため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を
促進しております。
また、患者さんが服用されている後発医薬品の供給が不足した場合
に備え、治療計画を適切に見直せるよう、以下の体制を整えています。

その1 積極的な採用

当院では地域支援・医薬品供給体制加算の届出を行っている医療
機関です。患者さんの負担軽減の改善に貢献するため、後発医薬品
を積極的に採用しています。

その2 医薬品の安定供給に向けた対応

現在、一部の医薬品において全国的な供給不足が続いています。
当院では、医薬品の供給が不足した場合であっても、適切に治療計
画の見直しや処方内容の検討ができる体制を有しております。

その3 処方変更の際のご説明

供給状況に応じて、投与する薬剤を変更する場合がございます。そ
の際は、患者さんに十分な説明を行い、安心して治療を継続いただけ
るよう努めてまいります。

ご不明な点やご質問があれば、主治医または薬剤師にお声掛けくだ
さい。
患者さんの健康を第一に考え、適切な治療を提供いたします。

～後発医薬品の使用促進及び安定供給に向けた取り組みについて～


